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                            令和４年３月２２日 

                      中部地方整備局三重河川国道事務所 

 

 

雲出川水系雲出川における土石採取の申請者募集要項 

 

１．募集の趣旨 

国土交通省（以下「河川管理者」という。）は、一級河川雲出川水系雲出川において

実施する三重河川管内維持掘削事業（以下「維持掘削事業」という。）で発生する河道

掘削土石（以下「掘削土石」という。）のうち、公共事業で利用した後に残った土石（予

定土石量：約２０千 m3）の採取について、河川法第 25 条の許可及び砂利採取法第 16 条

の認可を受けようとする事業者（以下「土石採取者」という。）を公募します。 

応募される方は、この募集要項をお読みいただき、次の各事項をご承知の上、お申し

込みください。 

 

２．土石採取の基本的な考え方 

(1) 維持掘削事業による掘削土石は、公共事業への利用を優先することを基本とし、そ

の上でコンクリート骨材等の需要に応じ河川管理者が３．土石採取場所等に示す採取

予定場所に仮置した掘削土石を土石採取者に採取させるものです。 

(2) 当方関連工事において、発生場所にて掘削をおこない、採取予定場所に仮置きした

土石を土石採取者において運搬車両への積み込み、河川区域外へ搬出を実施してくだ

さい。 

(3) 土石採取者が採取できる掘削土石の採取量は、約２０千㎥を予定しています。 

なお、今後の維持掘削事業の実施状況により、土石採取者が採取できる掘削土石の

採取量は、変更することがあります。 

(4) 採取後の掘削土石を製品化するための、粒径選別、洗浄、細粒分の処理等の工程は

土石採取者が河川区域外へ搬出した後に自ら行って頂きます。 

なお、土石採取者は、採取する掘削土石の質の如何を問わず、採取予定場所からの全

量の掘削土石を採取することとします。 

(5)採取した土石の搬出にあたり、道路の通行に必要となる関係機関（道路管理者・警察

署）との手続きについては、土石採取者が行うものとします。 

(6) 河川管理者は、8．審査について定める審査を行い、土石採取者を決定します。 

なお、決定した土石採取者が複数の場合で、希望採取量合計が予定土石量を上回る

場合には、各者の採取希望量での按分等により採取量及び採取場所を決定します。 

 

３．土石採取場所等 

掘削土石の採取予定場所は別図（雲出川）のとおりであり、仮置する土石量、場所等

については、土石採取者は河川管理者に対して指定することができないものとします。 

   

 箇所１ 

発生場所：三重県津市久居元町地先(雲出川左岸 9.6kp～9.8kp 付近) 

採取予定場所：三重県津市久居元町地先(雲出川左岸 9.7kp 付近高水敷） 

 

 

※ 採取予定場所については、変更する場合があります。変更となった場合には、河川

管理者と土石採取者において別途協議するものとします。 

 

４．土石採取期間 

(1) 掘削土石の採取は、令和４年６月上旬から令和４年１２月２８日までの午前８時３

０分～午後５時００分とします。ただし、関係機関等（道路管理者、警察、地元住民
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他）との調整により変更となる場合があります。 

(2) 土石採取期間の変更が生じた場合は、河川管理者と土石採取者が協議のうえ、土石

採取者は河川法第 25 条の許可及び砂利採取法第 16 条に基づく認可の変更申請を行う

ものとします。 

 

５．土石採取料 

土石採取料に関しては、河川法第 32 条第 1 項の規定により、三重県（三重県流水占用

料等徴収条例）が徴収します。 

 

６．応募資格要件 

次の(1)～(4)の要件をすべて満たす法人に限り応募することができます。 

(1) 次の①から③までの欠格事項のいずれにも該当しない者。 

  ① 役員に次の各号に該当する者がいる者。 

   ア 破産者で復権を得ていない者 

   イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わり又は執行を受けることがなくなった

日から 2 年を経過しない者 

   ウ 成年被後見人、被保佐人 

  ② 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

に基づく更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされて、更生手続開始の決定又

は再生計画認可の決定がなされている者。 

  ③ 過去 3 年間で法人税、所得税、消費税の滞納がある者。 

(2) 協業化された協同組合として、令和４年４月１９日時点において砂利採取法第 3 条

に定める砂利採取業の三重県知事への登録が済んでいる者。なお、登録通知書の写し

の提出がない者は土石採取者となることはできないものとする。 

(3) 砂利採取法第 14 条に定める業務主任者のうち少なくとも 1 名を本件に専ら従事さ

せることができる者であること。 

(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとし

て排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。 

(5) 欠格事項 

   次の要件に該当した場合は、審査の対象から除外します。 

   ① 提出書類の必要事項に記載がない場合あるいは必要な書類が添付されていない場

合 

   ② 提出書類に虚偽の記載があった場合 

   ③ 期間内に必要な書類等が提出されなかった場合 

   ④ 提出書類への質問に対して回答が得られなかった場合 

   ⑤ その他不正行為があったと認められる場合 

 

７．応募申込手続き等 

  (1) 応募申し込み手続き 

      土石採取希望者は、次の書類を中部地方整備局 三重河川国道事務所 河川管理課に

郵送もしくは持参にて提出してください。 

① 雲出川水系雲出川土石採取申込書（様式１） 

  ② 採取計画概要書（様式２） 

  ③ 誓約書（様式３） 

④ 砂利採取法第 3 条の砂利採取業者登録通知書の写し 

    ⑤ 当該事業所の業務主任者の氏名及び砂利採取業務主任者合格書の写し 

(2) 申し込み受付期間 

    令和４年３月２２日から令和４年４月１９日（必着） 

ただし、持参の場合は上記受付期間から土・日・祝日を除く午前８時３０分から午

後５時までです。 
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（3）提出先等  

   〒514-8502 三重県津市広明町２９７ 

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 河川管理課 河川維持係 

TEL:059-229-2217 FAX:059-229-2231 

メールアドレス: cbr-mie@mlit.go.jp 

 

(4) 質問書の提出 

質問書の提出期限は、令和４年４月５日午後５時までとします。 

上記期限までに中部地方整備局三重河川国道事務河川管理課宛てに、任意様式に必

要事項を記入して、電子メール又は FAX により送信し、電話にて受信確認をお願いし

ます。 

回答は、質問を受理した日から５日（土・日・祝日を含まない。）以内に三重河川

国道事務所「資料閲覧室」にて回答します。 

質問者の競争上の地位その他正当な利益の保護の観点から、不開示とすることが妥

当と判断したものについては、質問及び回答を公表せず、個別に回答する場合があり

ます。 

(5) 土石採取者審査結果の通知日 

令和４年４月２７日（水）に書面を発送します。 

審査結果に対して疑問がある応募者は、結果通知日から 1 週間以内に文書で質問す

ることができます。質問書は(3)提出先に提出してください。 

 

８．審査 

  (1) 審査方法 

    河川管理者は、提出書類により応募参加資格の確認を行います。 

  (2) 土石採取者審査方法は、次に掲げる項目によるものとします。 

      ① 掘削土石の運搬・処理能力 

      ② 交通安全対策の具体的な方法 

      ③ 公道汚濁防止や騒音防止の具体的な方法 

      ④ 業務主任者の資格 

  (3) スケジュール 

申込書締切            令和４年４月１９日 

審査・決定            令和４年４月２０日～令和４年４月２６日 

審査通知の発送        令和４年４月２７日 

河川法等の申請        令和４年４月２８日～令和４年５月１３日 

（以降目安） 

審査・許可及び認可  令和４年６月１０日～令和４年６月１７日 

土石採取開始可能      令和４年６月２１日～ 

 

９．河川法及び砂利採取法の許認可手続き 

(1) 本公募の決定通知を受けた土石採取者は、次の関係書類を添えて「三重河川国道事

務所 雲出川出張所」に河川法第 25 条（土石の採取）の許可及び砂利採取法第 16 条（砂

利採取計画の認可）に基づく認可の申請を行い、許可及び認可を受けることになりま

す。 

提出先等 

     〒514-1106 

 三重県津市久居寺町１２２５－７ 

三重河川国道事務所 雲出川出張所 
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（TEL）059-255-2770 、（FAX）059-255-1030 

  ①河川法第 25 条申請（提出部数は、正本一部、副本一部です。） 

  ・許可申請書 

  ・事業の計画概要 

  ・位置図 

  ・平面図 

 ・面積計算図   

 ・面積計算書 

 ・土量計算書 

 ・横断図 

 ・その他、河川法等で定められた書類 

② 砂利採取法第 16 条申請（提出部数は、正本一部、副本三部です。） 

  ・採取計画認可申請書 

  ・砂利採取法第 3 条の砂利採取業者登録通知書の写し 

  ・砂利採取場を管理する事務所の名称、住所又は所在地及び連絡先 

  ・当該事務所の業務主任者の氏名及び砂利採取業務主任者合格書の写し 

   ・業務主任者が砂利採取場において認可採取計画に従って砂利の採取が行われるよう

監督するための計画書 

  ・搬出経路を明示した図面 

 ・その他、砂利採取法等で定められた書類 

(2)申請書の提出期限は、令和４年５月１３日とします。特段の理由なく、この期限内に

申請を行わない場合は、土石採取者の決定を取り消すことがあります。 

(3)河川法第 25 条の許可及び砂利採取法第 16 条の認可の際に付すことを予定している 

主な条件は以下のとおりです。 

① 三重河川国道事務所職員立会のうえ、採取区域の周辺の折点に別記様式第１によ

り標くいを設けなければならない。 

② 採取及び搬入出にあたっては河川管理施設を損傷しないように留意し、万一損傷

したときは、速やかに三重河川国道事務所長（以下「事務所長」という。）に届け出

てその指示に従わなければならない。この場合において、原状回復に要する費用は

認可を受けた者の負担とする。 

③ 運搬路（堤防、天端を含む。）は維持、補修を行い、常に良好な状態に保たなけれ

ばならない。 

④ 使用する機械、資材については盗難防止に努めなければならない。 

⑤ 採取した土砂の搬出にあたり、道路の通行に必要となる関係機関（道路管理者・

警察署）との手続きについては、採取申請者が行うこと。 

⑥ 砂利採取及びそれに関連する諸設備その他の施設の用途を廃止したときは、事務

所長の指示に従い認可を受けた者が費用を負担して原形に復旧しなければならな

い。 

⑦ 採取の跡地の埋めもどし、廃土の処理等はその都度流れに支障のないように平ら

に整地しなければならない。 

⑧ この認可に係る行為に着手するとき及び行為を完了したときは速やかに事務所長

に届け出て検査を受けなければならない。 

⑨ 採取時間その他採取行為の細部については、事務所長の指示に従わなければなら

ない。 

⑩ 認可の日から 15 日以内に採取行為に着手せず実際に採取の意図も認められない

ときは認可を取消すことがある。 

⑪ 採取にあたっては、別記様式第２による採取日誌を作成し係員の要求があれば提

示しなければならない。 

⑫ 土石採取者の起因による期間の延長は原則として認可しない。 

⑬ 国土交通大臣又は中部地方整備局長の報告の徴収及びその職員の立入検査はでき

る限り協力し、その指示に従わなければならない。 
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⑭ 採取の期間中見やすい場所に河川許可標を標示する。 

⑮ 許可を受けた者は、採取予定場所において直接採取の指揮監督に当たる者から

現場責任者を任命して事務所長に届け出なければならない。 

 採取及び搬出路にあたっては、その行為に伴う危険を防止するための必要な措置

を講じなければならない。 

⑯ 三重県知事が定めるところにより土石採取料を納付しなければならない。 

⑰ 許可を受けた者の住所を変更したときは、速やかに事務所長に届け出なければな

らない。 

 

１０．その他 

(1) 土石採取者は、採取実施期間において、河川法その他の法令を遵守し、継続かつ安

定した事業が実施可能でなければならない。 

(2) 本件に関する土石採取者は、掘削土石の運搬や選別等の実施にあたって、行政又は

地域住民の意見を尊重しなければならない。 

(3)土石採取者は、出水が予想される場合の対応として、大雨・洪水の警報・注意報の発

令状況、上流ダムの放流状況などの情報および雲出川の水位情報を注意する。また、

河川管理者と調整の上、作業機械の撤去開始水位を定め、その水位に達した場合には、

重機等を安全な場所（堤防天端）に移動し、流出することのないように対策を講ずる

こととする。 

(4) 手続において使用する言語は日本語に限る。  

以上 
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別記様式第１ 
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別記様式第２ 
                  
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


